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５ 物資供給 

 

１．被害状況の把握（初動対応）        

6月 18日（火）22:22発災。地震発生直後は、

災害時の防災行政無線を活用した緊急時放送や

自治会等からの被害状況把握等に追われること

となった。 

被害状況については、震源地に近い海岸地域

での被害が生じていたが、夜間のため、全体を

把握することは困難であった。 

夜が明けてから、海岸部を中心として屋根瓦

が落下しているのが見受けられ、自治会からも

被害報告があがってきた。 

２.屋根破損への応急対応について      

梅雨の時期と入ることから、屋根瓦が剥離し

たままでは、家屋に雨漏り等の心配があるので、

ブルーシートによる応急対応を建設業協会へ依

頼し対応頂けることとなった。使用するブルー

シートが当市だけでは不足していたため、19 日

に国土交通省へブルーシートの提供について建

設部を通して支援を依頼した。同日、酒田河川

事務所、新庄河川事務所からブルーシートが合

計 800 枚送付されてきたため、即時に温海庁舎

へ届け、応急対応に活用することが出来た。 

温海庁舎では、海岸地域にて瓦屋根に関する

被害が多く、全体を把握することも困難である

ことから、温海庁舎にてブルーシートを 24日ま

でに 319枚とロープを購入した。また、22日時

点でブルーシートが不足していることから、山

形県に対してもブルーシートの支援を依頼した。

当日に、庄内総合支庁、最上総合支庁より送付

いただいた。 

応急対応に使用するブルーシートは土のうで

固定した後に、ロープで縛り飛散防止として土

のうを使用する必要があることから、土のう袋

も庄内総合支庁と酒田河川国道事務所より合わ

せて 10,000袋、縛るロープについては庄内郵便

局長会より 100巻提供いただいた。 

３.避難所への食糧等供給について       

 市では、避難の長期化や余震等の対応として

22時 48分に避難所を開設するとして、地区指定

職員と担当課職員が避難所開設にあたった。避

難所への物資提供については、翌 19日に開催し

た、第 4 回災害対策本部会議での指示により、

19 日の朝食と昼食の手配として、山崎製パン㈱

へ「菓子パン」700個を手配、国土交通省へ「飲

料水」の要請を行った。また、本市で備蓄して

いた「アルファ米と飲料水」においても、温海

温泉林業センター、由良コミュニティセンター、

上郷コミュニティセンター等の避難所へ配達を

行った。 

19日夕食と 20日朝食については、共立社（生協）

へおにぎり 2個入りを 180個手配、20日昼食と

夕食については、仕出し弁当屋へ弁当を 50個手

配した。 

 

４．課題と次回への教訓            

震災直後に、被害状況報告を自治会から受け

ていた。事務室の電話対応が必要であり、限り

ある人員を割くことが困難であり、一人で役割

を何個もこなしながら対応に当たっていた。  

明け方から、被害状況が判明したことから必

要な物資や避難所開設に必要な食料品や日用品

といった物資の集積や配布などについて検討を

行った。中でも、海岸地域において屋根瓦の被

害があり応急対応として、ブルーシートを早急

に用意する方法を取った。交付が見込まれる状

況で、対応に苦慮する場合もあったが、震災を

乗り切ることが出来た。 
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